
やっぱりこの組織は民間だというふうに思いま

す。民間なんですよ。だから職務専念義務の免

除をしたりなんかしなければいけないんです。

公的な仕事をしているから限りなく公務員の職

場に近いというふうに言っていますが、そうで

はないんです。公務員の職場はそれぞれの法律

に基づいてやっているわけで、法律に基づかな

い、何にも基づかない民間の組織がやっている

ところにやっぱり問題があるわけで、だから株

式会社もあるし、任意団体で組織しているもの、

指定管理制度もあるしと、選択肢はいろいろあ

るわけだから、それをやっぱり来年の４月を待

つ必要は私は全くないというふうに思うんです。 

もう一つ、右側の列の方にお聞きいたします

が、事務管理公社の職員が、公民館の主事が今

地区公民館に２人ぐらいいますね。その仕事の

指示を寺島中央公民館長が主事の方たちに指示

を出すんだと思います。館長さんは特別職です。

館長さんと主事の関係というのはどういうふう

になりますでしょうか。職安法的に言うと、こ

ういうことですね。事務管理公社の職員を事務

管理公社の理事である寺島中央公民館長が仕事

の指示をする、これは正解です。ほかからはで

きますか。 

○小関勝助委員長 寺島吉昭中央公民館長。 

○寺島吉昭中央公民館長 公民館長につきまして

は、教育委員会の方で社会教育法に基づいて任

命はしてございます。 

（「別の仕事を公民館長が出せますか」の声

あり） 

○寺島吉昭中央公民館長 公民館長につきまして

は、運営協議会の会長という立場もありますし、

教育委員会の方で館長ということで任命をして

おりますので、事業の実施等については公民館

主事と一緒に連携をとりながら事業を実施して

おるというのが現状でございます。 

○小関勝助委員長 次に、順位２番、議席番号16

番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 私は、一般会計補正予

算の２款１項１目一般管理費の事務管理公社運

営費補助金、その内容として長井市事務管理公

社の消費税課税問題について質問をいたします。 

なお、私は６月９日の一般質問に体調を崩し

まして、欠席させていただきましたので、この

質問の中身がダブるかもしれませんけれども、

どうか答弁の方をよろしくお願いを申し上げま

す。 

初めに、税務課長にお尋ねいたします。 

ことし１月、長井税務署から税務課長あてに

公益法人等の把握状況と業務委託関係の調査依

頼があったということでありますが、それは税

務署の方が直接見えられての依頼であったのか、

それとも文書による依頼であったのか、ご答弁

をお願いいたします。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 お答えいたします。平成17

年１月24日でございますが、長井地区の税務協

議会という会議がございました。そこの中で消

費税法の改正に伴いまして、1,000万円以上の

売り上げが課税客体になりますので、それらに

関しまして該当する団体について調査をしたい

ということで依頼がございました。公文書で直

接調査依頼ということではございませんけれど

も、協議会の会議の席上で議題となりまして、

回答する様式が渡されまして、それにつきまし

て回答をしております。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 調査の具体的理由はど

うだったのか。そしてまた、それに対してどの

ような回答を行ったのかお聞きいたします。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 理由といたしましては、先

ほど言いましたように消費税の改正に基づきま

しての調査でございます。それに対しまして、

市の方から３月４日付でございますけれども、

公益法人等の把握状況の調査ということで事務
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管理公社が対象の団体になるということで回答

をしております。 

なお、３月４日付の回答の資料といたしまし

ては、事務管理公社の例規集並びに平成15年度

の決算に係る資料を提出しております。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 せんだって、税務課長

にこの問題について若干お尋ねをいたしました

ところ、これは税務調査ではないという返事で

あったんですが、その返事は今もそのように思

っておられますか。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 これは税務調査ではござい

ません。消費税法の第63条で課税客体の調査と

いうことで、官公庁への協力要請をすることが

できるという条文がございます。これに伴いま

して資料の要請があったものでございまして、

税務調査ではございません。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 税務調査を行うに当た

っては、原則として調査対象者にあらかじめ調

査日時やそれらを連絡すると。そして、対象者

に急激な不安を与えたり、そういうふうなこと

をしないようにというふうなことで説明会でも

話があり、またその後の対応もあったのではな

いかと。税務調査には任意調査、それから強制

調査とあるんですね。この長井市の場合、事務

管理公社の場合はこれは任意調査ではないかと。

結局、多額、悪質な脱税容疑者に対して裁判官

が発行する令状に基づく強制調査ではなくて、

これは任意調査であると。税務調査における任

意調査であるというふうに思いますが、そうす

ると、税務調査とは一体どういう法に基づいて

どういうふうな形でやるんですか。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 調査対象となりましたのは

事務管理公社でございますので、３月４日の報

告後、税務課の方には特に税務署より文書等の

通知はございませんけれども、今回の申告につ

きましては自主申告ということで過年度分にさ

かのぼりまして申告をし、それを受理したとい

うふうに聞いております。このため、税務署の

方では税務調査という位置づけで調査をしたの

ではないということで対応しているものという

ふうに考えております。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 これは通常行われる税

務調査、課税処分のための調査でありまして、

このたびの場合は無申告による課税処分５年間

分というふうな処分がなされておるわけであり

まして、申告がされていないときに出される更

正処分、国税通則法の第24条にこれが規定され

ておりますが、こういうものが税務調査でなく

てどういう調査というふうに、ただのお尋ねな

んていうふうなあいまいなことで税務署はこう

いうことをできないんです。しっかりした法的

根拠に基づいてお尋ねをし、そしてまたいろん

な資料も徴取するということになるわけであり

ますが、そういった法的な根拠のもとに税務署

はこのたびこの事務管理公社の内容について調

査したというふうに思うんですが、そうでない

んですか。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 税務課を通じまして調査等

というのはありませんので、そういったことで

はないというふうに考えております。あくまで

も、先ほどから申し上げておりますが、事務管

理公社が自主申告をするために公社の方から税

務署の方へ相談をしまして、申告をさせていた

だいたというふうな考え方をしております。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 しかし、実際に無申告

になったんじゃないですか。平成７年から納め

るべき消費税を納めないで無申告のままずっと

今まできたと。これを税務署に指摘されたんじ

ゃないですか。その点どうですか。 
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○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 事務管理公社の方といたし

ましては、税務署から税務課の方に照会があり

まして、その報告に基づいて事務管理公社が課

税事業者であるというふうなことになりまして、

事務管理公社といたしましても税務署と協議さ

せていただいたところですが、調査を受ける前

に自主的に申告したものというふうな取り扱い

でありまして、無申告加算税の割合については、

税務調査後の申告に適用される15％ではなく

５％に軽減されております。以上です。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 私は今回の調査は税務

調査であったのか、そうでないとすれば何に基

づいて税務署がこういった内容について長井市

に調査に入ったのかということをお尋ねしたい

んです。これは申告がなされていないときにお

尋ねをする、そういう調査なんです。一般の業

者なんかにも調査が入るわけですが、そうは一

気に調査に入るわけではないです。いろんなお

尋ねをやったり、あるいは電話でのお伺いをし

たり、さまざまなことをやって、そして調査客

体の方々の迷惑にならないようにというふうな

ことでさまざまな手を使って税務署は調査に入

るんです。しかし、なかなかそこは税務署です

から、これで泣かされた業者がたくさんあるん

です。そういう甘いものではないんです、今回

の調査は。私はそう思う。 

今、税務課長からこのたびのこの調査に当た

って税務署へ提出された資料、これについてそ

の資料名をお聞きいたしましたが、もう一度事

務管理公社の理事長である総務課長からお聞き

をいたします。資料名、提出した資料。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 ３月４日に税務署に提出い

たしましたのは、公社の例規集、金銭出納簿、

委託契約書、収支予算決算、これにつきまして

は平成15年度分でございます。以上について提

出しております。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 そして、どういうふう

な指導がその資料からなされたんですか。税務

署が資料を見てどういう指導を事務管理公社あ

てになされたんですか。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 ３月26日に税務署を総務課

長と税務課長が訪問いたしまして、市の方では

課税事業者と認識していない旨を説明したとこ

ろですが、税務署からは課税事業者であるとい

うことを通告されたということでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 つまり、そのことによ

って結局結論として税務署の判断は、国税通則

法の第70条第３項による無申告の場合の決定、

法定申告期限からの５年間というふうな決定が

下されたということになるんですか。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 その前に庁議でいろいろ相

談申し上げておりますが、その後申告等につき

ましていろいろと税務署の方の指導をいただい

ておりまして、ただいま委員からありました国

税通則法の第70条によりまして申告をするよう

にというふうな指導をいただいたところでござ

います。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 総務課の説明資料によ

りますと、４月に長井税務署と申告方法等につ

いて協議ということの内容を今知ることができ

ましたが、つまり年間課税売り上げが3,000万

円を超えて課税事業者となった平成７年度以降

から平成11年度までの５年間は、国税の徴収権

は時効によって消滅すると。これは国税通則法

の第72条にあるわけです。それで消滅するから、

つまり国庫に収納することができないというこ

とになるというふうなことになったと思うんで

すが、この時効となるという説明は税務署の見
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解だったんですか。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 税務署の指導でございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 総務課長にお尋ねいた

しますが、消費税申告の方法について、県の関

係部署の方から参考意見は聞かなかったんです

か。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 県の関係部署というと……

（「税務関係」の声あり） 

○平 進介総務課長 特にお聞きしておりません。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 説明資料によりますと、

５月に消費税申告書等を長井税務署へ提出とい

うふうにありますが、事前に担当する議会の総

務・文教常任委員会委員長へ相談をなされたの

か。あるいはまた、この委員会の意見を聴取し

たりするなどしないで庁議のみによって勝手に

このような重大な案件について判こを押して税

務署へ書類を提出したのですか。どうですか。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 申告につきましては、庁議

の上司の判断を仰ぎまして申告いたしまして、

その後補正予算がありますから、この部分につ

きましては総務・文教常任委員会協議会の席で

ご説明申し上げたということでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 消費税申告書に判こを

この時点で押したんですか。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 ５月16日付で申告書を税務

署に提出しております。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 市長にお伺いいたしま

す。 

  ただいまの件について、どのような判断を下

して指示をなされたのか。５月16日に税務署へ

提出したということは、この税務署の指導を認

めて、そしてこれを判こを押したんですよ。そ

のとおり払いますという判こを押したんです。

そういうことの結論なんです。しかし、お聞き

しますと、県のいわゆる関係の方から意見も聞

かない、議会の総務・文教常任委員会の方々の

意見も聞かない、そして結論のみきょう提出な

されているというふうな、今の話ですとそうい

う答弁になるんですが、一体行政の長としてそ

ういう責任、どのようにお考えですか。 

○小関勝助委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 ただいまのやりとりを聞いてい

ただきましたように、ちょっとやっぱり見解が

違うし、決めつけられていると思います、藤原

委員。１月24日に法律も変わったので協力要請

があったと。そこからいろいろとやりとりをし

て、税務署等についても穏やかに話をしている

ので、なるべくこういうふうにしていただいた

ら加算税についてとか、１年分についてとか、

平成７年分についてとか、そういうことはまず

言いませんよというようなところの話もあって、

これはやっぱり５月までになるべく申告をして

ほしいというような向こうのご要請があったか

ら、それは庁議等で私はやっぱりそこを徹底抗

戦したというふうにしたって、それはどこかの

団体や政党さんはそうやられるかもしれません

けれども、そうやったってそれは市民の皆さん

にプラスになることではないですから、これは

穏やかにこの問題についてはそのとおり徹底抗

戦ではなくて話し合いでいくしかないだろうと。

その件については６月の議会になるので、総

務・文教常任委員会協議会にお話しをして、委

員長さんにもお話をされたとお聞きしますし、

お話をして、皆さんにご理解をいただくように

今までやってきたということです。そこは決め

つけられると見解の相違と言いたくなってしま

うんだな。ご理解をいただきたいと思います。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 
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○１６番 藤原民夫委員 私は何もけんか腰で言

っているわけではないんです。聞いているんで

す。事実を聞いているんです、事実を。そして、

それによって、結局は市民の税金がここに注ぎ

込まれるというふうな結論になりますから、そ

れをどのようにして、悪かったことは悪かった

んですから、無申告ですから。それをどういう

ふうな形で税金を出さなくとも済むわけではな

いんですが、出したとしてもそれを市民の納得

のいただけるような形で出すことができるかと

いう、その手続についてお聞きしているんです。 

問題は、消費税なんですね。消費税は社会保

障のためとか、前にもこの場で何回か申したよ

うな感じがいたしますが、高齢化社会のためと

か言われて導入されましたけれども、社会保障

制度の状況はどうでしょうか。現実は、16年間

の消費税収の148兆円、これは法人資産税の軽

減分として145兆円が使われている。老年者控

除をなくすとか、あるいは定率減税をなくすな

どの冷たい行政の一方で、こういったことをや

られている。こうした不公平な税制を正せば、

消費税率を８％に引き上げて国の長期債務残高

などという借金の返済あるいは景気回復のため

の減税予算に回す財源は十分にできるというふ

うに考えるんです。そして、実際に年金も老人

保健も負担は多くなっている、導入されてから。

制度発足のときから見れば、保険料も含め自己

負担が高くなっている。消費税で福祉、医療は

改善されません。サラリーマンの医療費が窓口

３割負担になる、老人医療が定額から１割に上

がる。政治はこのお年寄りや病人など弱い人に

本来目を向けて、ある程度強い人が応能負担す

る、そういう社会をつくるのが政治だと考える

のであります。 

政府は、平成19年度に消費税を８％あるいは

10％に上げようとしております。そういう道を

選ぶのではなくて、所得税率や法人税率をまず

もとに戻す。そして、税金の使い道を大型の公

共事業偏重型から社会保障充実する道に変える。

それまでは少なくとも消費税率は据え置くべき

で、上げるべきではないというふうに考えるの

であります。 

昨年、長井の民主商工会という組織で行った

営業と暮らし、健康実態調査によりますと、６

割以上の業者の方々が消費税を身銭を切って負

担している。しかも、売り上げが落ち、商売が

厳しい人ほど消費税をいただけないと、こうい

う実態であります。しかも、16年度からは課税

免税点が1,000万円に下げられ、業者団体や同

窓会あるいは町内会などの親睦会、自治会など

広範な団体が行う収益事業に対しても、法人税

だけではなくて消費税の課税対象とされる可能

性があるというふうに心配をされているのであ

ります。国民の暮らしにとって、極めて大きな

矛盾を抱えた税制であり、この機会に大いに市

民の方々にこの消費税について検討してもらう

というふうな必要があるのではないかというふ

うに私は考えます。 

さて、このたびの事務管理公社への消費税の

課税であります。 

事務管理公社の理事長の総務課長にお伺いい

たしますが、消費税は消費税法の第３条で、人

格のない社団等は法人とみなして消費税法を適

用するというふうにしております。人格のない

社団は、社団法人と同様な実態を持つが、法人

格を認められていない団体を指すわけでありま

す。人格のない社団等は、消費税法上の事業者

であり、消費税の納税義務者になるというわけ

であります。確かに人格のない社団等は、消費

税法が言う事業者であります。しかし、事業者

が直ちに納税義務者になるわけではないという

ふうに思うんです。そこを平成７年に勘違いさ

れたのではないかというふうに私は考えたんで

すが、それはどうだかわかりません。しかし、

事業者が直ちに納税義務者になるわけではない

と思うんです。消費税法は、第５条で、事業者
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は国内において行った課税資産の譲渡等につき、

この法律により消費税を納める義務があるとい

うふうにしておりまして、資産の譲渡をしてい

なければ納税義務は発生しない。しからば、資

産の譲渡とは何かと。第２条第１項第８号で、

事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び

貸し付け並びに役務の提供ということでありま

す。 

理事長にそこでお伺いいたしますが、ここで

言う事業、事業として対価を得て行われる資産

の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供というこ

との事業というのは、どういうことを指すのか、

税務署の見解はこの点でどのようなものだった

のか、お聞きをいたします。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 事務管理公社といたしまし

ても、税務署に課税事業者という認識がなかっ

たということでいろいろ確認させていただいて

おります。今の藤原委員のご質問でありました、

この市の業務の代行でありまして、事業でない

というふうに申し上げたところですが、ここに

つきましては対価を得てサービスを提供してお

り、実質的な請負、すなわち役務の提供に当た

るというふうなご指導をいただいたところでご

ざいます。そのほかにも何点か課税事業者とい

う認識がなかったというようなことでいろいろ

お聞きしたところがありますが、そういった税

務署の見解、指導でございました。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 税務署の方とこの点で

話をするときに、総務課長は消費税法について

読んでいったんですか。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 直接私は税務署の方とお会

いしておりません。担当の事務管理公社の事務

局、そして税務課の職員と二人で行っていろい

ろとご相談させていただいたということでござ

います。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 法律の専門家の意見を

お聞きいたしますと、この消費税法では事業の

定義をしていないというんです。事業とはどう

いうものかという定義をしていない。このよう

に、法律構成上の理由から事業の定義規定を書

く場合は、社会通念という一般社会の常識に事

業というものを法解釈を補充させることにして

もいいということになっているそうであります。

そうしますと、社会通念上、事業とは広辞苑に

こう書かれているんです。事業とは、一定の目

的と計画に基づいて経営する会社や個人事業な

どの経済活動のことを事業というんだと、広辞

苑ではこのように言っているんです。事務管理

公社は、事業、すなわち経済活動とは無縁では

ないかと。納税義務者には当たらないのではな

いかと、このように考えますが、この点税務署

はこうした内容についてどのような説明をなさ

れたのか。あるいは、説明があったというふう

に聞いたのか、総務課長にお聞きいたします。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 ただいまも申し上げました

が、市の方で申し上げました市の業務であって、

市の業務の代行でありまして事業でないという

ふうな認識に対しては、対価を得てサービスを

提供しているというふうなことでありまして、

実質的な請負、すなわち役務の提供であると、

これが事業であるというふうなことのようでご

ざいます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 対価とは何ですか。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 市から委託料をいただいて

おりまして、それを市の管理業務を代行して行

っているわけですが、それが対価というふうに

考えております。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 それは考え方がそれに
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沿って答弁した考え方であって、これは事業と

いうのは経済的活動ということの対価ではない

ですか。私は、この問題は非常にここで税務署

と話し合いをして、そして事務管理公社に消費

税がかからないという結論が出れば、これは大

した全国的な大きな反響を呼んだのではないか

と。しかも、大した事業を長井市ではしている

という評価をいただけたのではないかと。これ

を税務署の言いなりに「ああ、そうですか」と

言って判こを押したと、これではやっぱり不勉

強も極まれりですよ。だから、無申告などとい

うそういう結果になるのではないかというふう

に思うんです。 

一つ例があるんです。昨年の末に厚生労働省

が一定の基準を満たす無認可保育所の利用に係

る消費税、これをことし４月から非課税とする

措置が決まったという新聞記事が12月末と１月

の何日かでありましたが、これを読んだんです。

非課税。無認可保育所の利用料、これは非課税

であると。ですから、無認可保育所に子供をや

っている方、あるいは経営しておられる方々は

万歳してこれを歓迎したんです。そうでないと、

無認可の保育所も、認可保育所は非課税ですか

ら、本当にこれは大変なことなんです。この問

題は、無認可保育所の社会的な役割と子供を預

ける父母の間に課税の不公平が生じること、こ

れをこういうことの訴えが実ったということで

ありまして、これが実って非課税となったと。

やっぱりただ話し合いで「ああ、そうですか」

と聞いただけでは非課税にはならないです。頑

張ればよかったのではないかというふうに思う

んです。いや、やんやんと言い合うのではなく

て、しっかりした勉強をやって、これで頑張れ

たのではないかと私は思うんです。 

庁議をやられたということですが、この問題

と事務管理公社との関係について、どのような

話し合い、「仕方ないな」というふうになった

のか、そこをひとつお聞きいたします。 

○小関勝助委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 まず、消費税についての藤原委

員のご発言については、私は同意できるところ

はあるんですよ。消費税について、特に私は年

金等についてはもっとやっぱりちゃんと目的税

にすべきだというかねての論ですから、いろん

な面で議論はありますが、ただこちらも平成３

年からの間にどんどんふやしてしまって、

3,000万円という、もともと3,000万円だったん

ですね、自営業者から消費税を取らないために。

それをはるかに超えて7,800万円までなったと

いうところは、こちらのやっぱりある意味では

ミスだったのではないかなと私は思うんです。

全然責任なしとは、その当時の政策ミスについ

てですよ。 

それから、やっぱりさっきの徹底的に冷静に

頑張ればと言いますけれども、無認可保育所の

利用料が非課税になったというのは、子育て支

援で認可はもともと非課税ですから、それをや

っぱり子育て支援を拡充しなければいけないと

いう意味では私は大義名分があって、それはや

っぱり国も認めざるを得なかったというふうに

思うんですが、事務管理公社について言うと、

先ほど申し上げましたように、二つしかなかっ

たのが清掃業務と斎場、斎場はもう民間にしま

したから。それをあっという間に第二の公務員

化というか、せっかく民営化していたのも全部

官の方に定時補助職員にして事務管理公社にし

てというようなところもありますから、これは

今改革すべき問題だと私は認識しているのであ

って、やっぱりこのことで全面的に争って、全

国の例外になって風穴をあけてずっと広がると

いうことには、私は今の政策の流れから見てな

らないのではないかと。 

なお、総務課補佐等はもう法律のかなりの専

門家ですから、相当詳しく僕もいろいろやりと

りしたんですが、もちろん総務課長とも、しか

しやっぱりここで、政党や団体が徹底抗戦なさ
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るのはそれは結構ですよ。それはもう政治運動

ですから。しかし、行政をあずかる者として、

これを徹底抗戦すればまた延滞税がなにしてく

ると、こういうふうになって、後ろの方に広が

っていきますから、ここはやっぱり改革をしな

がら、やむを得ない分もあるので指導に従って

いくという選択をしたのであります。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 税務課長にお尋ねいた

しますが、事務管理公社は昭和61年に設立され

て、平成７年度には公民館業務が加わることに

よって、今市長から話が出ましたように受託総

額が7,800万円というふうになって、この年度

から年間売り上げ3,000万円を超える事業者が

消費税の納税義務事業者となったのであると。

事務管理公社も申告と納税の義務が課せられる

事業者となったということでありますが、とこ

ろが長井市も、そして事務管理公社も、この内

容を知らなかったんですね。消費税法案の名前

も当時は知らなかった理由に入るのかなと思う

んですが、消費税法案ではないんですね。消費

税法とは使わないで、所得税法の一部を改正す

る法律案と、これでは消費税ではないと思うん

ですよ。多くの業者も消費税の話はあったんで

すが、これが消費税かということではわからな

かったんです。消費税とは無関係をむしろ装っ

たのでないかというふうに思われるんです。あ

まり世論が沸騰しておりましたから。しかし、

それは一般の中小業者の声なのであって、長井

市民のとうとい税金を扱っている専門家がそう

いうことを言うべき弁解でないことは、これは

当然なんだと。 

そこで、なぜ当時の担当者がこの制度をミス

をしたのか。この点をやはり聞いておかないと

うまくないなと思うんです。この点はどうだっ

たんですか。 

○小関勝助委員長 ここで昼食のため暫時休憩い

たします。 

再開は午後１時といたします。 

 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

 

○小関勝助委員長 休憩前に復し午前に引き続き

会議を再開いたします。 

なお、島田友市委員から早退させてほしい旨

の届け出がありましたので、許可をいたしまし

た。ご報告申し上げます。 

それでは、質疑を続行いたします。 

中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 それでは、お答えいたしま

す。 

なお、事務管理公社の理事として税務課長は

入っておりませんので、事務管理公社の会議等

には一切出席はしておりません。なおかつ、時

期的にも大分古い時期でございまして、資料等

も税務課の方にはございませんので、法律上、

法律に基づきまして当時どのような判断がなさ

れたのかという私の考えを述べさせていただき

たいと思います。 

消費税法が施行になりましたのが平成元年４

月１日からの事業に対しまして施行になってお

ります。これに対しまして、事務管理公社が昭

和61年に設立をされておりますので、設立当初

はこうした消費税に関する考え方というのは一

切なかったというふうな状況でございます。 

その後、消費税法が施行になりました時点に

おきましても、契約金額が1,000万円に満たっ

ておりませんので、当時の課税金額3,000万円

以上というところにも該当しませんので、消費

税法が施行になった時点でも納税についての議

論というのはなされなかったのではないかとい

うふうな感じがいたしております。 

その後、公民館の事業が一緒に受託になりま

した平成７年時点での考え方でございますけれ

ども、今回の消費税の申告に当たりましても、
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職員の福利厚生的な面を考えまして組織化をし

たと。そうした意味合いの強い組織であるとい

うことで、課税にはならないのではないかとい

うふうな考え方を市の方から税務署の方に伝え

て協議をしておりますので、平成７年の時点に

おいても同じような考え方に基づきまして消費

税の対象にはならないのではないかというよう

な考え方をしていたのではないかというふうに

思われます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 それに対して、税務署

の答弁はどうだったんですか。今、税務課長か

らせっかくご答弁いただきましたので、今の税

務署に対してそのように申し上げたというとこ

ろまでわかったんですが、税務署の見解はこれ

これこういうわけで対象になるということをお

聞きしたわけでしょう。その点。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 ３月の下旬に事務管理公社

の理事長並びにそれまで税務署から資料の提出

依頼を受けておりました税務課長といたしまし

て、３月の下旬に税務署に行きまして、同様の

話をしております。その際は、先ほど総務課長

の答弁にありましたように、請負に当たるとい

うことで課税対象になるというふうな話を税務

署からされております。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 請負、業務を請け負う、

これが消費税の課税対象になるというそのわけ。 

時間もあと迫っておりますので、後でゆっく

りお聞きすることにいたしまして、次の質問に

入らなければ間に合いませんので。 

それでは、今度は事務管理公社の理事長の総

務課長にお伺いします。 

平成７年４月からは受託費総額、いわゆる売

り上げが3,000万円以上となったことと同時に、

簡易課税制度というものが設けられたわけであ

ります。本則課税と簡易課税の二本立てのいず

れかを選択することができるとなったわけです。

そうすると、売り上げ２億円以下の事業者は、

業種ごとに定められたみなし仕入れ率を課税売

り上げに掛けて、そして仕入れ税額を計算して

差し引くことができると、こういう制度である

わけです。この制度については、本則課税と簡

易課税のどちらかを選択することになるわけで

ありますが、庁議ではこの点についても全然話

は出なかったわけですか。 

○小関勝助委員長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 簡易課税制度については、

これは16年４月から２億円から5,000万円にな

ったというふうなことでございますが、このた

びの事務管理公社の申告には当たらないという

ふうなことでございました。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 恐らく消費税課税業者

区分についても認識がなかったわけであります

から、簡易課税制度についても同じだったのか

なというふうに思います。しかし、もしも平成

７年当時、これは平成７年からこれが採用され

たんですから。平成７年当時この制度の届け出

を税務署へきちんと行っていれば、消費税につ

いても行い、これを簡易課税制度として扱って

もらうというふうな届けを税務署に出していれ

ばどうなっていたか。数値。私は実に計算が苦

手なんですが、私なりに腕をふるってこれにつ

いて計算してみたんです。そうしたら、一体ど

うなるかと。つまり、正規に消費税を納税して

いれば、平成９年から平成15年度までの７年間

で1,381万7,600円。７年間でですよ。1,381万

7,600円。計算してみたら、平成９年度から平

成15年度までの７年間でそれで済んでいたんで

す、この簡易課税制度を届けて。 

ところが、当局の不勉強で無申告となった結

果、簡易課税制度をこれを利用しなかったとい

うことから、この資料でもわかりますように、

平成12年から15年までのここで言ういわゆる過
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年度分、たったの４年間で消費税が1,492万

3,400円払わなければならない。さらにそれに

罰則として無申告加算税74万5,000円。さらに

不勉強の結果、延滞税161万円、消費税合わせ

て15年度分まで合わせて1,727万8,400円を支払

わなければならないというふうな結果になった

んです。結局、７年間で1,381万7,600円、これ

で済んでいたものが、怠慢によって1,727万

8,400円、346万800円、これが実損失となって

市民の負担にならざるを得なくなったというふ

うなことになるのではないか。これは大変な問

題ですね。 

市の専門家である当局者がこれで正規にして

おらなかったので346万円の税金を余計払わざ

るを得なくなる。一般の商店あるいは業者の

方々はどうかといいますと、こういう場合は税

務署は収入がなくとも消費税は優先して納めさ

せるというふうなことから、やはり店を畳んで

しまうあるいは夜逃げ、こういう状態になって

しまうんです。ところが、市では税金を市民か

らもらうというこの安易さがこういうふうな結

果を生んでしまったのではないかというふうに

思うんです。 

しかも市の考え方では、いわゆる平成12年度

以前のものは払うことがなくなる、無効になる、

時効になってこれをチャラにしたというふうな

考え方でおられるかもしれませんけれども、し

かし実際は346万円の大きな負担がここにかぶ

さってきているんだとか。しかも７年間でです、

この計算したのは。市の計算はたったの４年間

ですよ。こういうふうな結果を生んでいる。 

そこで、市長にお尋ねをいたしますが、この

たびの無申告による市の行政当局の業務の怠慢、

あるいはまた法律にのっとって正常な業務を行

って消費税の届け出事務を行ってさえいれば、

平成12年度から４年間で1,728万円もの過年度

分の税金を支出することなく、平成７年度から

の９年間で先ほど来申し上げましたように346

万円も少なく消費税の納入をすることができた

わけであります。とんでもない税金のむだ遣い

であろうというふうに思います。こうした事態

に対して、行政の長としても当然責任を求めら

れるわけであろうと思いますが、市長はこれに

どのような反省を持っておられるのか。また、

どのような形で市民の皆さんに対しておわびを

するつもりであり、責任をおとりになるお考え

か。この場でしっかりした答弁を求めるもので

あります。 

○小関勝助委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 私は、一般質問のときに申し上

げました。昭和61年当時は課税なんていうのは

全然ならなかったんです。百歩譲ってこれに税

金がかかるというふうに考えたら、恐らく平成

３年からずっとこんなに大きく、3,000万円も

超えて7,800万円になるようなあれはしなかっ

ただろうと思うんです。責任というのは、原因

をつくった方が一番負うべきでありますから、

そのことについて言えば、3,000万円も超えて、

まあしかし税金はかからないのだという判断を

されて、7,800万円までされた方がまず責任は

問われなければいけないのではないかとさえ私

は思います。 

しかし、私たちが知ったのは、平成15年の

3,000万円から1,000万円までの法改正ですよ。

これは国会で決めたことですから、我々が異議

を唱えるわけにはいきません。しかし、これだ

ってどんどんどんどん消費税は当初は例外をい

っぱいつくっておって、こういう小さい中小商

工業者はいじめないんだとかなんとかと言って

3,000万円まで税金は取らなかったんですね。

それがある日突然と言ったら悪いけれども、15

年に1,000万円までおろして改正したと。そし

て16年度の４月からそれになるから、今度は今

まで取っておらなかったところにも税務指導と

いうふうにして入ってきたと。それでいろいろ

やり合ったけれども、これはやっぱり国会が法
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律改正されました規則でこうなっています、通

達でこうなっていますとやられれば、これは一

自治体でなかなか異議を唱えたからそれで大し

たもんだ、頑張れなんていうわけにはいかない

わけです。現実は、それを今2,200何万円でこ

れをきれいにしながら、この不正常な状態を解

決する、改革をする、そういうことが私に課せ

られた責任だろうと思っております。 

なるほど、それは市の税務課等は、一般市民

はなかなかわかりませんけれども、消費税の改

正と言わないんだな。所得税法の改正と、こう

して、そして余り数字的なものを言わなくて、

それで細かいところで決めてきて、最後は通達

で決めてと、こういう巧みというか、市町村の

税務課だって見逃しがちなような、こういうや

り方、これはやっぱり堂々とやっていただかな

ければいけないというふうに思います。そして、

指導等もそうだろうと思います。僕らはそのこ

とについては意見はありますが、これからも場

があれば申し上げるつもりですが、しかし、こ

れからも恐らく1,000万円でとまるのか、800万

円になるのか、500万円になるのか、あるいは

全部かけるなんていうことにならないとも限ら

ない。こういったことについて、しっかりとこ

れからも消費税等については、特に今だんだん

だんだん財政再建が小泉内閣でもある程度まで

進んで、純減目標、純減してから言ってほしい

んですが、長井のように、純減目標を出せば消

費税を上げるなんていう話になっていますから、

ここはやっぱりしっかりと注意するように、こ

れは行政、特に主管たる税務課等にもこれから

も申し上げていきたいというふうに思っている

ところであります。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 市長、それはちょっと

ないんじゃないですか。消費税課税の不勉強を

棚上げにして、そして消費税の問題、消費税に

ついては市長自身は私の前の質問に対しては意

外と肯定的な、これが必要なんだというような

肯定的な答弁だったんですよ。ところが、実際

は消費税は大本のあれは新聞には出ますけれど

も、市長がおっしゃられるように、政省令でい

ろんなことが決まってしまうんです。だからわ

からないんです。この政省令の中に、今の問題

が入っておったんです。そういうふうな不勉強

をつまり棚に上げて、そして責任はないだと。

ましてや、平成７年なんて自分の管轄でないと

いうふうなことをおっしゃいますけれども、や

はり市長はこの責任の継続性といいますか、そ

ういったものがあるんです。前のものはおれは

知らないと、おれは自分のところからだという

ことでは、市政の継続性というのはないんです

よ。責任だって継続性をもって、今の時点でも

まだやっと発見したんじゃないですか、消費税

無申告であるというのを。だから、責任もある

んですよ、市長自身にも。ですから、一体これ

をどのように解決していくのかというふうなこ

とでは、一つはこういうふうになった原因をや

っぱりとことん追求することがどうしても必要

であると。なぜこういう結果が生まれたのかと

いうことを追求する、そしてこういうことを二

度と起こさないというふうなことは、せめても

の最低限の市長の責任ではないですか。そして

また、市民はこのことをよくわからないんです。

一体どうなっているんだろうと。消費税では皆

頭に来ているんですから。市民の方々は、買い

物をするたびに取られるんですよ。しかも、今

度は表示されているんですから。ですから、こ

れは市民の皆さんに対して、こういうわけで課

税事業者になっていたんだというふうなちゃん

とした、きちんとした説明をして、今回の予算

がこうだったと、議会に諮った結果、賛成が得

られなかったか得るかわからないんですが、こ

ういうふうな結果であったというふうなことで、

せめて市報にでもこの内容を知らせるのが必要

なのではないかというふうに思うんですが、そ
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の点はどうでしょうか。最後に。 

○小関勝助委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 率直に申し上げます。藤原委員

は、消費税というのは悪税だからだめだ、だめ

だと言われた、最初の話は。一部分私は納得で

きるところはありますよと。当初のときなんか、

出産についてだって消費税ですから。あれは最

大の生産ではないか、何で消費だとかといろい

ろと議論になったわけですから。国民各層、け

んけんがくがく。そういう消費税は悪法だ、だ

めだと言いながら、突然国税当局のように不勉

強だ、あんたが責任とれと、こういうのはちょ

っとあれじゃないですかと私はちょっと思いま

す。 

（「そんなこと言ってない」の声あり） 

○目黒栄樹市長 それから、さっきから申し上げ

ましたように、最後の結論は一緒ですよ。原因

をつくったからこういうふうになったんですか

ら、この原因を取り除くと、改革をしていくと。

もともと長井方式で民間に委託しておったのを、

何で定時補助職員に戻して公社職員に戻したん

ですかと。ここが間違いですから。これからど

んどんスリム化をする、行財政改革を進めると

いう意味で言うと。そこを直すのが私の責任だ

というふうに申し上げているわけであります。 

なお、この件につきまして、議会報でももち

ろんでありますが、いつか市報等でこの点につ

いて行財政改革の一環として今後こうするまで

を含めて、やっぱり市報等に今までの経過、そ

れから今国会でこういう課税がなされたという

ことについて市民の皆さんに知っていただくよ

うな努力、あるいは座談会等でもそういうこと

をお話しをする、質問があればなお詳しく述べ

るという面では、これまでの経過についても私

は説明責任を果たしていきたいというふうに思

っているところであります。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 最後に、このたびのこ

の起こった事態の経験をもとにして、しっかり

したアンテナを張って、そして行政に大きな穴

をあけることのないようにお願いすると同時に、

今回の予算に提案されている2,239万9,000円、

これだけではないんだと。間違ったことによる、

簡易課税制度のこの制度を選択していないため

に起こる大きな負担増、こういうこともあるの

だということもしっかり踏まえていただきたい

ということをお願い申し上げまして、私の質問

を終わります。 

○小関勝助委員長 次に、順位３番、議席番号７

番、町田義昭委員。 

○７番 町田義昭委員 通告に従って質問をさせ

ていただきたいと思います。 

なお、小さな質問についての前後することも

あるかと思いますので、その点についてはご容

赦をお願いしいと思います。 

本会議からクールビズになって、雰囲気も大

分違うなと、そんなふうに思いながら今までお

ったわけでありますけれども、このクールビズ

が日本一お似合いになるのが小池環境大臣でな

いかなと私は思います。そして、長井市で一番

このクールビズが似合うのかが、おらほの目黒

市長ではないかなというふうにちまたでは言っ

ております。私は必ずしもそうだとは思ってお

りませんけれども。しかしながら、クールビズ

というのはお金のかかるファッションだなと、

そんなふうにも思いまして、目黒市長も４着目

であるなと。あさってで５着目のファッション

を期待したいと、そんなふうに考えておるわけ

でございます。経済的に大変な私にはなかなか

まねのできないことだなと、そんなふうに思っ

ております。 

最初に、心身障害者地域福祉対策促進事業と、

題名の長い事業なんでありますけれども、私も

正直申し上げましてこの事業につきましては無

知でありました。しかしながら、こうした事業

を関連した人の話をたまたま聞いたことにより
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